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規
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青
森
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
四
号

青
森
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
行
政
組
織
規
則

(

昭
和
三
十
六
年
二
月
青
森
県
規
則
第
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
九
条
第
二
項
中

｢

経
理
課
及
び
出
納
課｣

を

｢

会
計
管
理
課
及
び
財
務
指
導
課｣

に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
人
事
課
の
項
の
第
十
一
号
中｢

児
童
手
当｣

の
下
に｢

及
び
子
ど
も
手
当｣

を
加
え
、

同
条
の
市
町
村
振
興
課
の
項
の
第
二
十
六
号
中

｢

、
市
町
村
合
併
推
進
審
議
会
、
市
町
村
合
併
調
整

委
員｣

を
削
る
。

第
十
一
条
の
二
の
企
画
調
整
課
の
項
中
第
十
号
を
削
り
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
同
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一

｢

生な
り

業わ
い

づ
く
り｣

の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
一
条
の
二
の
企
画
調
整
課
の
項
の
第
十
二
号
中

｢

の
策
定｣

を
削
り
、
同
条
の
広
報
広
聴
課

の
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
す
る
。

第
十
三
条
の
こ
ど
も
み
ら
い
課
の
項
の
第
九
号
中

｢

児
童
手
当｣

の
下
に

｢

及
び
子
ど
も
手
当｣

を
加
え
る
。

第
十
四
条
の
構
造
政
策
課
の
項
中
第
十
二
号
を
削
り
、
第
十
三
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
四
号

か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
の
農
産
園
芸
課
の
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と

し
、
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

｢

冬
の
農
業｣

の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
五
条
の
水
産
振
興
課
の
項
中
第
二
十
五
号
を
第
二
十
六
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
二
十
四
号

ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

青
森
県
水
産
業
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
七
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

出
納
局
各
課
の
分
掌
事
務)

第
十
七
条
の
二

出
納
局
各
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

会
計
管
理
課

一

局
内
の
人
事
、
組
織
、
予
算
そ
の
他
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

二

現
金

(

現
金
に
代
え
て
納
付
さ
れ
る
証
券
及
び
基
金
に
属
す
る
現
金
を
含
む
。)

の
出
納

及
び
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

三

小
切
手
の
振
出
し
に
関
す
る
こ
と
。

四

有
価
証
券

(

公
有
財
産
又
は
基
金
に
属
す
る
も
の
を
含
む
。)

の
出
納
及
び
保
管
に
関
す

る
こ
と
。

五

財
産
の
記
録
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

六

決
算
の
調
製
及
び
提
出
に
関
す
る
こ
と
。

七

指
定
金
融
機
関
等
に
関
す
る
こ
と

(

検
査
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。)

。
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平
成
二
十
二
年

三
月
三
十
一
日

(

水
曜
日)

号
外
第
二
十
号



( )

八

歳
入
歳
出
外
現
金
の
出
納
及
び
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

九

歳
計
現
金
の
運
用
及
び
資
金
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

十

証
紙
特
別
会
計
並
び
に
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
及
び
取
消
し
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

謝
金
等
に
係
る
源
泉
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

物
品
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

物
品
の
調
達

(

青
森
県
物
品
調
達
規
則
別
表
の
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
物

品
の
調
達
を
除
く
。)

及
び
処
分

(

小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
資
金
及
び
中
小
企
業
高
度

化
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
担
保
物
件
並
び
に
林
政
課
の
分
掌
事
務
に
係
る
生
産
品
の
処
分
を

除
く
。)

に
関
す
る
こ
と
。

十
四

管
理
特
別
会
計

(

物
品
の
購
入
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

に
関
す
る
こ
と
。

十
五

局
内
他
課
の
主
管
に
属
し
な
い
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

財
務
指
導
課

一

財
務
事
務
の
検
査
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

二

青
森
県
財
務
規
則
に
関
す
る
こ
と
。

三

支
出
負
担
行
為
の
確
認
に
関
す
る
こ
と
。

四

国
庫
に
属
す
る
歳
入
、
歳
出
及
び
決
算
に
関
す
る
こ
と
。

五

指
定
金
融
機
関
等
の
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
九
条
の
二
の
三
の
見
出
し
を

｢
(

新
幹
線
・
並
行
在
来
線
調
整
監)

｣

に
改
め
、
同
条
第
一

項
中

｢

並
行
在
来
線
調
整
監｣

を

｢

新
幹
線
・
並
行
在
来
線
調
整
監｣
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

並
行
在
来
線
調
整
監
は
、｣

を

｢

新
幹
線
・
並
行
在
来
線
調
整
監
は
、
東
北
新
幹
線
延
伸
及
び
北

海
道
新
幹
線
に
関
す
る
事
項
並
び
に｣

に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
二
の
四
を
削
り
、
第
十
九
条
の
二
の
五
を
第
十
九
条
の
二
の
四
と
す
る
。

第
二
十
条
第
二
項
中

｢

市
町
村
振
興
課｣

を

｢

防
災
消
防
課｣

に
、

｢

防
災
消
防
課｣

を

｢
市
町

村
振
興
課｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢

、
広
報
広
聴
課
及
び
統
計
分
析
課｣

を

｢

及
び
新
幹
線
・

交
通
政
策
課｣

に
、

｢

新
幹
線
・
交
通
政
策
課
及
び
情
報
シ
ス
テ
ム
課｣

を

｢

広
報
広
聴
課
、
情
報

シ
ス
テ
ム
課
及
び
統
計
分
析
課｣

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中｢

高
齢
福
祉
保
険
課
及
び
障
害
福
祉
課｣

を｢

医
療
薬
務
課
及
び
保
健
衛
生
課｣

に
、｢

医
療
薬
務
課
、
保
健
衛
生
課
及
び
こ
ど
も
み
ら
い
課｣

を

｢

高
齢
福
祉
保
険
課
、
こ
ど
も
み
ら
い
課
及
び
障
害
福
祉
課｣

に
改
め
る
。

第
二
十
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

農
商
工
連
携
推
進
監)

第
二
十
条
の
五

農
林
水
産
部
に
農
商
工
連
携
推
進
監
を
置
く
。

２

農
商
工
連
携
推
進
監
は
、
農
商
工
連
携
に
関
す
る
事
項
を
総
括
整
理
す
る
。

第
三
十
一
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

地
域
県
民
局

(

東
青
地
域
県
民
局
を
除
く
。)

の
地
域
連
携
部
の
管
理
室
に
総
務
経
理
課
及
び

審
査
指
導
課
を
置
く
。

第
三
十
二
条
第
一
項
中

｢

第
二
号｣

の
下
に

｢

及
び
第
五
号｣

を
加
え
、

｢

第
六
号｣

を

｢

第
七

号｣

に
改
め
、
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

財
務
事
務
の
検
査
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
十
二
条
第
六
項
中

｢

第
三
号｣

の
下
に

｢

及
び
第
六
号｣

を
加
え
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。

六

財
務
事
務
の
検
査
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
十
二
条
第
九
項
第
五
号
中

｢

及
び
一
時
預
か
り
事
業｣

を

｢

、
一
時
預
か
り
事
業
及
び
家
庭

的
保
育
事
業｣

に
改
め
、
同
条
第
十
二
項
中

｢

前
条
第
四
項｣

を

｢

前
条
第
五
項｣

に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
十
四
項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

12

総
務
経
理
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

地
域
連
携
部
内
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

二

局
長
印
及
び
局
印
の
管
守
に
関
す
る
こ
と
。

三

合
同
庁
舎
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

公
舎
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

五

予
算
の
執
行
に
関
す
る
こ
と
。

13

審
査
指
導
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

財
務
事
務
の
検
査
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
十
一
条
第
二
項
第
一
号
中｢

次
の
こ
と｣

の
下
に｢(

施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。)｣

を
加
え
、
同
項
第
二
号
ロ
を
削
り
、
同
号
ハ
中

｢

関
す
る
こ
と｣

の
下
に

｢
(

施
設
の
整
備
に
関
す

る
事
務
を
除
く
。)

｣

を
加
え
、
同
ハ
を
同
号
ロ
と
し
、
同
号
中
ニ
を
ハ
と
し
、
ホ
を
ニ
と
し
、
同

条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
る
。

第
百
二
十
六
条
第
一
項
中

｢

青
森
県
立
美
術
館
の
項｣

を

｢

県
外
情
報
セ
ン
タ
ー
の
項
に
規
定
す

る
職(
所
長
を
除
く
。)

、
青
森
県
立
美
術
館
の
項｣

に
、｢

次
長｣

を｢

美
術
統
括
監｣

に
改
め
、

同
条
第
二
項
中

｢

第
三
十
一
条
第
四
項｣

を

｢

第
三
十
一
条
第
五
項｣

に
改
め
、

｢

、
第
四
十
一
条

第
三
項｣

を
削
り
、
同
条
第
三
項
中｢

か
ら
第
四
項
ま
で｣

を｢

、
第
三
項
及
び
第
五
項｣

に
改
め
、

｢

、
第
四
十
一
条
第
三
項｣

を
削
る
。

別
表
第
一
総
務
部
人
事
課
の
項
及
び
健
康
福
祉
部
医
療
薬
務
課
の
項
を
削
る
。

別
表
第
三
地
域
県
民
局
の
地
域
連
携
部
の
項
中

｢

室
長｣

の
下
に

｢

、
課
長

(

東
青
地
域
県
民
局
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( )

を
除
く
。)

｣

を
加
え
、
同
表
地
域
県
民
局
の
地
域
農
林
水
産
部
の
項
中

｢

、
農
産
園
芸
推
進
監

(
三
八
地
域
県
民
局
に
限
る
。)

｣

を
削
り
、
同
表
青
森
県
立
あ
す
な
ろ
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
の
項

中
｢

次
長｣

を

｢

次
長
二
人｣

に
改
め
、
同
表
県
外
情
報
セ
ン
タ
ー
の
項
中

｢
(

青
森
県
名
古
屋
情

報
セ
ン
タ
ー
を
除
く
。)

｣

を
削
り
、
同
表
青
森
県
立
美
術
館
の
項
中｢

次
長｣

を｢

美
術
統
括
監｣

に
改
め
る
。

別
表
第
四
第
二
号
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
四
第
三
号
の
表
生
涯
職
業
能
力
開
発
推
進
監
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
四
第
三
号
の
表
農
産
園
芸
推
進
監
の
項
を
削
る
。

別
表
第
六
青
森
県
市
町
村
合
併
推
進
審
議
会
の
項
及
び
青
森
県
市
町
村
合
併
調
整
委
員
の
項
を
削

る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

賠
償
責
任
を
有
す
る
補
助
職
員
を
指
定
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

２

賠
償
責
任
を
有
す
る
補
助
職
員
を
指
定
す
る
規
則

(

昭
和
四
十
年
十
月
青
森
県
規
則
第
八
十
三

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

表
支
出
又
は
支
払
の
項
中

｢

出
納
局
出
納
課｣

を

｢

出
納
局
会
計
管
理
課｣

に
改
め
る
。

(

青
森
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

３

青
森
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
八
年
四
月
青
森
県
規
則
第
二
十
九
号)
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中

｢

経
理
課｣

を

｢

会
計
管
理
課｣

に
改
め
る
。

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
三
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係
規
程
の
整
理
に
関
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。平

成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係
規
程
の
整
理
に
関
す
る
訓
令

(

青
森
県
職
員
被
服
貸
与
規
程
の
一
部
改
正)

第
一
条

青
森
県
職
員
被
服
貸
与
規
程

(

昭
和
三
十
一
年
四
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
九
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

(

青
森
県
民
間
資
金
等
活
用
事
業
推
進
会
議
規
程
の
一
部
改
正)

第
二
条

青
森
県
民
間
資
金
等
活
用
事
業
推
進
会
議
規
程

(

平
成
十
四
年
五
月
青
森
県
訓
令
甲
第
三
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課
長

当
該
課
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

美
術
統
括
監

美
術
品
等
の
収
集
、
保
管
、
展
示
及
び
調

査
研
究
そ
の
他
県
民
の
芸
術
に
関
す
る
活

動
へ
の
参
画
の
支
援
に
関
す
る
専
門
的
事

項
を
総
括
整
理
す
る
。

会
計
検
査
用
及
び
倉
庫
用

作
業
服

雨
合
羽

ゴ
ム
長
靴

出
納
局
経
理
課

物
品
検
収
及
び
そ
の
他
作
業
用

作
業
服

ゴ
ム
長
靴

防
寒
衣

出
納
局
会
計
管
理
課

物
品
検
収
及
び
そ
の
他
作
業
用

作
業
服

ゴ
ム
長
靴

防
寒
衣

出
納
局
財
務
指
導
課

会
計
検
査
用
及
び
倉
庫
用

作
業
服

雨
合
羽

ゴ
ム
長
靴



( )

十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中

｢

出
納
局
経
理
課
長｣

を

｢

出
納
局
会
計
管
理
課
長｣

に
改
め
る
。

(
青
森
県
広
報
・
広
聴
事
務
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正)

第
三
条

青
森
県
広
報
・
広
聴
事
務
に
関
す
る
規
程

(

平
成
元
年
三
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中｢

経
理
課
及
び
出
納
課｣

を｢

会
計
管
理
課
及
び
財
務
指
導
課｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
四
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

あ
お
も
り
食
品
産
業
振
興
チ
ー
ム
設
置
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

あ
お
も
り
食
品
産
業
振
興
チ
ー
ム
設
置
規
程

(

設
置)

第
一
条

農
林
水
産
部
に
あ
お
も
り
食
品
産
業
振
興
チ
ー
ム

(

以
下

｢

振
興
チ
ー
ム｣
と
い
う
。)

を
置
く
。

(

所
掌
事
務)

第
二
条

振
興
チ
ー
ム
は
、
次
の
事
務
を
所
掌
す
る
。

一

食
品
産
業
の
振
興
方
針
の
策
定
に
関
す
る
こ
と
。

二

食
品
産
業
の
振
興
に
係
る
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

(

振
興
チ
ー
ム
の
職
等)

第
三
条

振
興
チ
ー
ム
に
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
を
置
く
。

２

チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
振
興
チ
ー
ム
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
の
職
員
を

指
揮
監
督
す
る
。

第
四
条

振
興
チ
ー
ム
に
必
要
に
応
じ
総
括
副
参
事
、
副
参
事
、
総
括
主
幹
、
主
幹
、
主
査
及
び
そ

の
他
の
職
員
を
置
く
。

２

総
括
副
参
事
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
振
興
チ
ー
ム
の
所
掌
事
務
に
係
る
特
に
重
要
な
事
項
に

つ
い
て
企
画
、
調
査
及
び
立
案
を
行
う
。

３

副
参
事
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
振
興
チ
ー
ム
の
所
掌
事
務
に
係
る
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
企

画
、
調
査
及
び
立
案
を
行
う
。

４

総
括
主
幹
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
振
興
チ
ー
ム
の
所
掌
事
務
に
係
る
重
要
な
企
画
、
調
査
及

び
立
案
に
当
た
る
。

５

主
幹
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
振
興
チ
ー
ム
の
所
掌
事
務
に
係
る
企
画
、
調
査
及
び
立
案
に
当

た
る
。

６

主
査
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
重
要
な
事
務
を
処
理
す
る
。

７

そ
の
他
の
職
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
振
興
チ
ー
ム
の
事
務
に
従
事
す
る
。

(

振
興
チ
ー
ム
の
担
当
次
長
等)

第
五
条

農
林
水
産
部
の
次
長
の
う
ち
総
合
販
売
戦
略
課
に
係
る
事
務
を
整
理
す
る
次
長
は
、
部
長

を
補
佐
し
、
振
興
チ
ー
ム
に
係
る
事
務
を
整
理
す
る
。

２

農
林
水
産
部
の
報
道
監
の
う
ち
振
興
チ
ー
ム
に
係
る
事
務
を
整
理
す
る
次
長
の
職
に
あ
る
者
を

も
っ
て
充
て
ら
れ
る
報
道
監
は
、
振
興
チ
ー
ム
の
広
報
及
び
広
聴
に
関
す
る
事
項
を
総
括
整
理
す

る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
五
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

人
づ
く
り
戦
略
チ
ー
ム
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

人
づ
く
り
戦
略
チ
ー
ム
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

人
づ
く
り
戦
略
チ
ー
ム
設
置
規
程

(

平
成
十
八
年
三
月
青
森
県
訓
令
甲
第
七
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中

｢

人
材
の
育
成
、
少
子
化
へ
の
対
応
そ
の
他
の
人
づ
く
り｣

を

｢
｢

人
財｣

の
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( )

育
成｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号
及
び
第
三
号
中｢

人
づ
く
り｣

を｢
｢

人
財｣

の
育
成｣

に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中

｢

企
画
調
整
課｣

を

｢

広
報
広
聴
課｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
六
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

あ
お
も
り
の

｢

冬
の
農
業｣
推
進
チ
ー
ム
設
置
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

あ
お
も
り
の

｢

冬
の
農
業｣

推
進
チ
ー
ム
設
置
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

あ
お
も
り
の

｢

冬
の
農
業｣

推
進
チ
ー
ム
設
置
規
程

(

平
成
十
三
年
十
二
月
青
森
県
訓
令
甲
第
四

十
五
号)

は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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